
２０００年度民法（物権）宿題　第３回
提出期限：１１月１４日（火）昼休み終了時
提出場所：１１号館４階事務室前集合ポストに設置する提出箱
＊０ＡＪＪの学生は、０１ＪＪとマークしてください。
＊科目番号：１１１１１
＊実施日：１１月１０日

問題１．
Aが所有する土地を Bが取得したが，Bはまだ所有権移転登記を受けていない。この場合，
民法の規定及び判例によれば，B が当該土地の所有権を主張できない相手は，次の記述の
うちどれか。
答：１　正解者は比較的多かったですが、理由が違っている人がかなりいました。番号が

あたった人ももう一度なぜ一番なのかを確認してください。

1　Aから当該土地を賃借し，その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者
　　この場合、Ｂの所有権の主張の仕方には、①自分は所有者なのだから、立ち退け、と
いうものと、②自分が所有者なのだから、自分に賃料を払え、というものがありえます。
まず①について考えると、借地人は建物登記によって借地権の対抗力をも獲得している
（借地借家法）ので、そもそもＢが所有権移転登記を受けた後でも、借地人に立ち退き
を求めることはできません。次に、②について考えると、これは厳密には対抗問題とは
いえないのですが、判例は、借地人を賃料二度払いの危険から守るために、Ｂが賃料を
請求するためには、所有権移転登記を受けていることが必要であるとしています。５－
２－２参照。従って、問題文の段階では、どのような形であれ、Ｂは借地人に対して所
有権を主張できないことになります。

2  Bが移転登記を受けていないことに乗じ，Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的で
Aをそそのかし，Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者

　　Ａから当該土地を購入して移転登記を受けた者は背信的悪意者にあたるので、Ｂは登
記なしにその者に対して所有権を主張（対抗）できます。５－３－２－３参照。

3　当該土地の不法占拠者
　　判例によれば、不法占拠者は一七七条にいう第三者にあたらないので、Ｂは登記なし

にその者に対して所有権を主張できます。５－１－２－１参照。
4  B が当該土地を取得した後で，移転登記を受ける前に，A が死亡した場合における A
の相続人

　　　Ａの相続人はＢとの関係では、Ａの売主としての地位をそっくりそのまま引き継い
だ者として扱われます。そうすると、Ａの相続人は売買契約の当事者（売主）という
ことになりますから、Ｂは当然、買主としての権利を相続人に対して主張できること
になります。４－４－２－２参照。

（宅建９８年）

問題２．Aの所有する土地を Bが取得した後，Bが移転登記をする前に，Cが Aから登記
を移転した場合に関する次の記述のうち，民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれ
ば，Bが Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。
答：４

1　Bが Aから購入した後，Aが Cに仮装譲渡し，登記を C名義に移転した場合
　　民法９４条１項により、ＡＣ間の契約は通謀虚偽表示として無効になる。この結果は、
Ｃには実体法上権利移転がなかったことになるから、ＢとＣは対抗関係に立たず、Ｂ
はＡＣ間の売買の無効を主張して登記名義をＡに回復させた上で、自らへの移転登記



を受けることができる。＊基本的には民法総則の問題です。ＢとＣが対抗関係に立つ
（＝対抗要件具備の先後によって勝負が決まる関係に立つ）ためには、Ｂへの権利移
転も、Ｃへの権利移転も有効に成立していることが必要であることを確認しておいて
ください。

2　Bが Aから購入した後，Cが Bを強迫して登記の申請を妨げ，Cが Aから購入して登
記を C名義に移転した場合

　　Ｃは不動産登記法４条にいうＢの登記欠缺を主張できない者にあたります。従って、
Ｂは登記なしにＣに対して対抗できることになります。５―３―２―２参照。

3　Bが Aから購入し，登記手続きを Cに委任したところ，Cが登記を C名義に移転した
場合
　Ｃは不動産登記法５条にいうＢの登記欠缺を主張できない者にあたります。従って、
Ｂは登記なしにＣに対して対抗できることになります。５－３－２－２参照。

4　Bの取得時効が完成した後，Aが Cに売却し，登記を C名義に移転した場合
　時効完成後第三者登場事例ですから、判例によればＢは登記を経ていなければ権利をＣ
に対抗できません。Ｂは時効完成によって登記しようと思えば登記できたのにもかかわ
らず登記しなかったのだから、権利を失ってもやむをえないと考えられるからです。４
－２－３－２参照。

（宅建９５年）

問題３　物権変動に関する次の記述のうち，妥当なのはどれか。
答：４
１．　取得時効による不動産の所有権の取得については，登記がなくても時効完成後の目

的物譲受人に対して対抗することができる。
　　　４－２－４－２
２．　共同相続があった場合に，相続人の 1人が単独所有の登記をしたうえで不動産を第

三者に譲渡し登記も移転したときは，他の相続人はもはや自己の持分を登記なくし
て主張することができない。

　　　４－２－２－８参照。他の相続人の持分について、この相続人は無権利者であるか
ら、登記がされなくてもそれぞれの持分について権利を主張できる。

３．　不動産が二重譲渡され第 2の買主が登記を得た場合でも，この者が悪意であるとき
は原則として第 1の買主が優先する。

　　　第二の買主が不動産登記法４条、５条に該当する場合および判例のいう背信的悪意
者に該当する場合のみ、登記を有しない第一の買主が第二の買主に優先する。５－
３－２－１参照。

４．　不動産の売買契約が解除され所有権が売主に復帰した場合でも売主は登記なくして
は解除後の第三者に対抗することができない。

　　　　解除によって復帰的物権変動があったととらえることができるから、売主と第三
者は対抗関係に立つ。売主は登記なくして第三者に対抗できない。この構成と結論
は、実質的には、解除をした売主は登記名義を回復できたのであり、それをあえて
回復していなかった以上。登記を取得した（＝権利取得のためになすべきことをし
た）第三者との関係では負けても仕方がない、という考慮に基づく。４－２－４－
１－１参照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地上 1987）


